
 

令和５年度 仙台市地域包括支援センター運営方針及び業務水準表について 

 

１ 運営方針について 

◇ 運営方針は、「仙台市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（令和３年度～令和５

年度）」を踏まえ、地域包括ケアシステムの構築・推進の中核的機関である地域包括支

援センター（以下、「センター」という。）が、当該計画の基本目標の実現に向け取り組

むべき事業の実施に係る「基本方針」や「重点取組事項」を示すもの。 

◇ 令和５年度は、第８期計画期間の最終年度であることから、内容の修正は実施しない

こととした。（資料３－１令和５年度仙台市地域包括支援センター運営方針を参照。） 

 

２ 業務水準表について 

◇ 業務水準表は、運営方針を踏まえて、センターで実施される各事業の指標を示すもの

であり、各センターはこれに沿って事業計画を作成し、実行する。 

◇ 業務水準表は「満たすべき水準」と、満たすべき水準を実施した上で可能な範囲で取

り組んでもらいたいと考えている水準である「取組みを進めることが望ましい水準」と

からなっている。 

◇ 本市独自の事業評価（事業評価Ⅱ）は業務水準表を基に実施している。 

◇ 令和５年度に向けた改定における修正内容は、大きくわけて以下の３つに分類され

る。（分類は資料３－２令和５年度仙台市地域包括支援センター業務水準表における修

正分類と同じ。） 

 

分類 修正内容 

Ａ  満たすべき水準、取組みを進めることが望ましい水準の強化 

Ｂ  地域包括支援センター運営委員会における意見 

Ｃ 軽微な文言修正等 

 

資料３ 


